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○足利市こども医療費助成条例施行規則 

昭和47年３月30日 

規則第６号 

改正 昭和47年10月７日規則第37号 

昭和59年12月20日規則第25号 

昭和62年３月23日規則第２号 

平成３年３月25日規則第11号 

平成６年12月21日規則第50号 

平成８年３月25日規則第７号 

平成９年10月30日規則第36号 

平成13年３月23日規則第９号 

平成14年９月30日規則第57号 

平成16年３月24日規則第24号 

平成17年３月25日規則第27号 

平成18年３月27日規則第11号 

平成19年３月26日規則第25号 

平成22年３月25日規則第８号 

平成25年３月25日規則第７号 

平成27年３月31日規則第25号 

（目的） 

第１条 この規則は、足利市こども医療費助成条例（昭和47年足利市条例第３号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（受給資格の登録） 

第２条 条例第３条の規定によるこども医療費受給資格証の交付を受けようとす

る者は、こども医療費受給資格登録申請書（別記様式第１号）を市長に提出し

て、受給資格の登録を受けなければならない。 

（平22規則８・一部改正） 

（受給資格証の交付） 
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第３条 市長は、前条の規定により登録した者（以下「受給資格者」という。）

に対し、こども医療費受給資格証（別記様式第２号。以下「受給資格証」とい

う。）を交付するものとする。 

２ 受給資格証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格証再交付

申請書（別記様式第３号）を市長に提出し、再交付を受けなければならない。 

（平25規則７・平27規則25・一部改正） 

（受給資格証の提示） 

第４条 受給資格者は、対象のこどもについて、医療を受けるときは、医療機関

等に受給資格証を提示するものとする。 

（助成の申請） 

第５条 条例第４条及び第５条の規定による申請は、こども医療費助成申請書（別

記様式第４号）を市長に提出することにより行うものとする。 

２ 前項の申請方法は、郵送又は市の窓口への持参のいずれかによるものとする。 

（助成の決定） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係

る助成の額を決定し、申請者に助成金を交付するものとする。 

（平22規則８・一部改正） 

（届出事項） 

第７条 受給資格者は、自己又は対象のこどもについて住所の変更又は加入保険

の変更があったときは、こども医療費受給資格内容等変更届（別記様式第５号）

を速やかに市長に提出しなければならない。 

（受給資格証の返還） 

第８条 受給資格者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を市長

に返還しなければならない。 

附 則 

この規則は、昭和47年４月１日から施行する。 

附 則（昭和47年10月７日規則第37号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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２ この規則施行の際、改正前の規定により作成された帳票は、当分の間、改正

後の規則による帳票として使用することができる。 

附 則（昭和59年12月20日規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和62年３月23日規則第２号） 

この規則は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年３月25日規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年12月21日規則第50号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年３月25日規則第７号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年10月30日規則第36号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

ただし、第５条に１項を加える改正規定は、平成９年11月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月23日規則第９号） 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年９月30日規則第57号） 

１ この規則は、平成14年10月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、改正前の足利市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定

により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調

整をし、改正後の足利市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定による帳票類と

して使用することができる。 

附 則（平成16年３月24日規則第24号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際に、改正前の足利市乳幼児医療費助成条例施行規則の規

定により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の

調整をし、改正後の足利市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定による帳票類
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として使用することができる。 

附 則（平成17年３月25日規則第27号） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、改正前の足利市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定

により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調

整をし、改正後の足利市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定による帳票類と

して使用することができる。 

附 則（平成18年３月27日規則第11号） 

１ この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、改正前の足利市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定

により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調

整をし、改正後の足利市こども医療費助成条例施行規則の規定による帳票類と

して使用することができる。 

附 則（平成19年３月26日規則第25号） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、改正前の足利市こども医療費助成条例施行規則の規定

により作成された帳票類で現に残存するものについては、当分の間、所要の調

整をし、改正後の足利市こども医療費助成条例施行規則の規定による帳票類と

して使用することができる。 

附 則（平成22年３月25日規則第８号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際現に改正前の足利市こども医療費助成条例施行規則、足

利市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、足利市妊産婦医療費助成条例施

行規則及び足利市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定により作成され

た帳票類で残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、改正後のそ

れぞれの規則の規定による帳票類とみなして使用することができる。 
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附 則（平成25年３月25日規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の足利市こども医療費助成条例施行規則、足

利市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、足利市妊産婦医療費助成条例施

行規則及び足利市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定により作成され

た帳票類で残存するものについては、当分の間、所要の調整をし、改正後のそ

れぞれの規則の規定による帳票類として使用することができる。 

３ この規則の施行の際現に改正前の足利市こども医療費助成条例施行規則及び

足利市妊産婦医療費助成条例施行規則並びに足利市重度心身障害者医療費助成

条例施行規則及び足利市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定により交

付された受給資格証及び受給資格者証については、当該受給資格証及び受給資

格者証の有効期間が満了するまでの間は、改正後のそれぞれの規則の規定によ

り交付された受給資格証及び受給資格者証とみなす。 

附 則（平成27年３月31日規則第25号） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の第３条の規定により交付されているこども医療費受

給資格証（未就学児以外の対象のこどもに係るものに限る。）でこの規則の施

行の際現に効力を有するものは、改正後の第３条の規定により交付されたこど

も医療費受給資格証とみなす。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

（平25規則７・全改） 

別記様式第２号（第３条関係） 

（平27規則25・全改） 

別記様式第３号（第３条関係） 

（平22規則８・平25規則７・一部改正） 

別記様式第４号（第５条関係） 

（平25規則７・全改、平27規則25・一部改正） 

別記様式第５号（第７条関係） 

（平25規則７・全改） 

 


